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す
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す
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国
際
交
流
基
金
海
外
事
務
所
の
本
部
に
対
す
る
業
務
報
告
に
関
す
る
質
問
主
意
書

外
務
省
所
管
の
独
立
行
政
法
人
で
あ
る
国
際
交
流
基
金
の
海
外
事
務
所
十
九
カ
所
の
う
ち
十
の
事
務
所
（
以
下
、
「
海
外
事

務
所
」
と
い
う
。
）
が
、
二
〇
〇
四
年
度
と
二
〇
〇
五
年
度
に
渡
り
理
事
長
名
の
内
部
通
達
に
反
し
、
本
部
へ
の
業
務
報
告

（
以
下
、
「
報
告
」
と
い
う
。
）
を
怠
っ
て
い
た
と
二
〇
〇
七
年
八
月
十
四
日
の
新
聞
で
報
道
（
以
下
、
「
報
道
」
と
い

う
。
）
さ
れ
て
い
る
。
右
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

国
際
交
流
基
金
及
び
そ
の
海
外
事
務
所
の
設
立
理
念
及
び
そ
の
果
た
す
べ
き
役
割
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
た
い
。

二

「
報
道
」
に
あ
る
よ
う
に
、
「
報
告
」
を
怠
っ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
「
海
外
事
務
所
」
は
ど
こ
か
、
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ

の
責
任
者
の
氏
名
を
全
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

「
報
道
」
に
よ
る
と
、
二
〇
〇
四
年
度
は
八
カ
所
、
二
〇
〇
五
年
度
に
は
七
カ
所
が
「
報
告
」
を
怠
り
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

事
務
所
、
ロ
ー
マ
日
本
文
化
会
館
、
シ
ド
ニ
ー
日
本
文
化
セ
ン
タ
ー
、
サ
ン
パ
ウ
ロ
日
本
文
化
セ
ン
タ
ー
、
ブ
ダ
ペ
ス
ト
事

務
所
の
五
カ
所
は
、
両
年
度
と
も
「
報
告
」
の
一
部
を
出
し
て
お
ら
ず
、
更
に
ロ
ー
マ
日
本
文
化
会
館
等
六
カ
所
は
二
〇
〇

四
年
度
中
に
一
度
も
「
報
告
」
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
「
報
告
」
の
提
出
さ
れ
た
内
容
に
つ
い

て
も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
記
事
を
丸
写
し
し
た
だ
け
の
も
の
や
、
運
営
費
の
支
出
額
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
、
更
に

一



は
実
施
し
た
事
業
の
評
価
に
つ
い
て
も
た
っ
た
数
行
の
み
の
記
述
に
留
ま
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
右

の
様
に
「
報
告
」
が
な
さ
れ
て
い
な
い
、
ま
た
、
な
さ
れ
た
と
し
て
も
極
め
て
ず
さ
ん
で
い
い
加
減
な
形
で
な
さ
れ
て
い
た

理
由
は
な
ぜ
か
。

四

国
際
交
流
基
金
の
直
近
五
年
の
収
支
状
況
に
つ
き
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

四
の
国
際
交
流
基
金
の
収
入
に
お
い
て
国
か
ら
の
交
付
金
は
何
割
を
占
め
る
か
。

六

所
轄
省
庁
と
し
て
、
「
報
道
」
の
内
容
を
受
け
、
外
務
省
は
国
際
交
流
基
金
に
い
か
な
る
指
導
を
し
て
い
る
か
。
二
〇
〇

三
年
に
独
立
行
政
法
人
化
し
た
と
は
い
え
、
国
か
ら
多
額
の
交
付
金
を
受
け
取
っ
て
お
り
、
ま
た
一
の
設
立
理
念
及
び
果
た

す
べ
き
役
割
を
鑑
み
て
も
、
「
報
告
」
を
怠
っ
て
い
た
「
海
外
事
務
所
」
並
び
に
国
際
交
流
基
金
本
部
に
対
し
て
厳
し
い
指

導
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
外
務
省
の
見
解
如
何
。

右
質
問
す
る
。

二


